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2.3 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況

2.3.1 河川、湖沼の利用の状況

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺における河川、湖沼等の公共用水域は、

生活用水、工業用水、農業用水の水源、漁業、レクリェーションなどに広く利用され

ている。このうち水道水についてみると、各市とも上水道に依存している。

また、都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺における上水道、簡易水道、専

用水道の普及率を表4-2-8に示すとともに、都市計画対象道路事業実施区域及びその周

辺における上水道の取水地点、配水池及びポンプ場の位置を表4-2-9及び図4-2-7に示

す。

表4-2-8 上水道の状況（平成20年度）

行政 上水道 簡易水道 専用水道 合計 普及率市町村 区域内
人口 数 給水人口 数 給水人口 数 給水人口 数 給水人口 （％）

笛吹市 72,333 1 47,466 24 23,969 1 162 26 71,597 99.0

甲府市 198,336 2 197,286 4 455 5 0 11 197,741 99.7

甲斐市 74,167 2 72,089 2 1,370 1 352 5 73,811 99.5

南アルプス市 74,208 1 73,263 2 590 - - 3 73,853 99.5

韮崎市 32,359 1 28,443 8 3,217 1 10 10 31,670 97.9

山梨県 883,726 18 665,668 284 197,524 27 2,889 329 865,909 98.0

出典:「平成20年度水道統計」（平成21年３月31日現在 山梨県福祉保健部衛生薬務課）

表4-2-9(1) 取水地点等の位置

市町名 番号 名 称 所在地

1 山崎第一・第二水源（配水場） 山崎
2 川中島水源（配水場） 川中島
3 市部第四水源 市部
4 市部浄水場（市部第一・第二・第五水源） 市部
5 市部第三水源（配水場） 市部
6 四日市場水源（水源配水場） 四日市場
7 四日市場配水場 四日市場

笛吹市 8 日の出水源（浄水場・配水場・水源配水場） 日の出
9 唐柏水源（配水場） 唐柏
10 広瀬水源（配水場） 広瀬
11 小石和水源浄水場 小石和
12 小石和水源 小石和
13 砂原浄水場（配水場） 砂原
14 北部第二水源 熊野堂
15 北部第三水源 熊野堂
16 松本配水場 松本
17 千代田第一配水池 下帯那町
18 千代田第二配水池 下帯那町
19 千代田第三配水池 上帯那町
20 千代田第四配水池 上帯那町
21 千代田第五配水池 上帯那町

甲府市 22 千代田第一増圧ポンプ場 羽黒町
23 千代田第二増圧ポンプ場 山宮町
24 千代田第三増圧ポンプ場 羽黒町
25 千代田第四増圧ポンプ場 下帯那町
26 千代田第五増圧ポンプ場 上帯那町
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表4-2-9(2) 取水地点等の位置

市町名 番号 名 称 所在地

27 千代田第六増圧ポンプ場 上帯那町
28 千代田第七増圧ポンプ場 上帯那町
29 平瀬浄水場 平瀬町
30 平瀬沈砂池 平瀬町

31 上野配水池 平瀬町
32 山宮配水池 山宮町
33 山宮増圧ポンプ場 山宮町
34 山宮減圧槽 山宮町
35 羽黒配水池 羽黒町
36 湯村山トンネル配水池 湯村
37 高区配水池 和田町
38 和田ポンプ場 小松町
39 和田配水池 小松町
40 和田減圧弁 和田町

41 相川第一ポンプ場 古府中町
42 相川第二ポンプ場 下積翠寺町
43 相川第三ポンプ場 下積翠寺町

甲府市 44 相川第四ポンプ場 上積翠寺町
45 相川第一配水池 下積翠寺町
46 相川第二配水池 下積翠寺町
47 相川第三配水池 上積翠寺町
48 相川第四配水池 上積翠寺町
49 相川第五配水池 塚原町
50 岩窪配水池 岩窪町
51 岩窪ポンプ場 岩窪町
52 刈畑配水池 善光寺町
53 北原配水池 善光寺町
54 北原ポンプ場 善光寺町
55 中区配水池 愛宕町
56 三ツ石高区配水池 横根町
57 三ツ石中区配水池 横根町
58 三ツ石低区配水池 横根町
59 三ツ石第一増圧ポンプ場 桜井町
60 三ツ石第二増圧ポンプ場 桜井町
61 三ツ石第三増圧ポンプ場 桜井町
62 三ツ石第四増圧ポンプ場 桜井町
63 高区西配水池 大久保
64 敷島団地配水塔配水池 大久保
65 敷島台団地ポンプ場 大久保

66 竜王配水場（第一五水源） 竜王
67 第十二水源 竜王
68 篠原配水場 篠原

甲斐市 69 第八水源 篠原
70 第九水源 竹富新田
71 第十一水源 竜王
72 第十水源 竜王
73 大原配水場（第二水源） 竜王新町
74 第四水源 竜王新町
75 片瀬配水場（第五水源） 竜王
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表4-2-9(3) 取水地点等の位置

市町名 番号 名 称 所在地

76 三島水源（配水場） 宇津谷
77 駒沢水源（配水場） 宇津谷
78 笠石水源 宇津谷
79 東小学校水源（配水場） 大垈
80 笠石水源（配水場） 宇津谷
81 菖蒲沢水源（配水場） 菖蒲沢

甲斐市
82 新田水源（配水場） 菖蒲沢
83 新田中継ポンプ室 大垈
84 双葉中学校第一・第二水源 岩森

双葉中学校第一・第二配水場
85 下今井水源 下今井
86 下今井配水場 下今井
87 二ッ溜水源（配水場） 竜地

南アルプス市 88 八田水源・配水場 野牛島
89 第一受配水池 穂坂町三之蔵
90 上長原第一配水池 穂坂町上今井
91 上長原第二配水池 穂坂町三ツ沢
92 上長原第三配水池 穂坂町上今井
93 上長原第四配水池 穂坂町上今井
94 上長原第一水源 穂坂町上今井
95 上長原第二水源 穂坂町上今井
96 三之蔵配水池 穂坂町三之蔵
97 穂坂中央水源 穂坂町柳平
98 穂坂中央第一配水池 穂坂町宮久保
99 穂坂中央第二配水池 穂坂町柳平

韮崎市
100 鳥の小池第一水源 穂坂町宮久保
101 鳥の小池第二水源 穂坂町宮久保
102 鳥の小池配水池 穂坂町宮久保
103 上ノ山配水池 穂坂町三ッ沢
104 日之城水源 穂坂町三之蔵
105 日之城第一配水池 穂坂町三之蔵
106 日之城第二配水池 穂坂町宮久保
107 塩川第一水源 藤井町北下條
108 富士見ヶ丘配水池 富士見ヶ丘
109 岩下水源 岩下
110 若尾水源 大草町若尾
111 甘利第三配水池 旭町上条北割
112 御勅使水源 龍岡町下條南割

出典:「笛吹市上水道資料」（平成21年 笛吹市公営企業部水道課）
「甲府市上水道資料」（平成21年 甲府市上下水道局）
「甲斐市上水道資料」（平成21年 甲斐市水道局工務課）
「南アルプス市上水道資料」（平成21年 南アルプス市企業局）
「韮崎市上水道資料」（平成21年 韮崎市上下水道課）
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2.3.2 地下水の利用の状況

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺における地下水の利用の状況を

表4-2-10及び図4-2-8に示す。

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺では、地下水を一般飲用及び生活用水

の一部として利用している。このうち、水道の水源をみると、笛吹市では70％、甲府

市では28％、甲斐市では96％、南アルプス市では66％、韮崎市では38％が地下水を利

用している。

また、地下水の一形態である温泉は、古くから保健休養の場として親しまれ、自然

とのふれあいの面でも大きな役割を果たしている。都市計画対象道路事業実施区域及

びその周辺における温泉は、表4-2-11及び図4-2-9に示すとおりである。なお、都市計

画対象道路事業実施区域及びその周辺における温泉の源泉は表4-2-12に示すとおり、

笛吹市の81箇所、甲府市の110箇所、甲斐市の18箇所、南アルプス市の11箇所、韮崎市

の13箇所が存在し、計233箇所存在する。

表4-2-10 水源別取水量
(単位：㎥/年）

出典:「平成20年度水道統計」（平成21年３月31日現在 山梨県福祉保健部衛生薬務課）

図4-2-8 水源別取水量の割合
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上水道 － 589,683 － 308,455 6,599,525 1,533,000 274,174 9,304,837

簡易水道 1,569,500 23,659 － － 3,686,493 － 461,377 5,741,029
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4-2-15

表4-2-11 主な温泉の状況

番 名称 所在地 概 要
号

1 春日居温泉郷 笛吹市 昭和40年に湧出した温泉郷である。

2 石和温泉郷 笛吹市 笛吹川の河畔に広がる、山梨県最大規模を誇る広大な温泉
郷。美しい果樹園に囲まれ、名所や観光施設も多い。

3 積翠寺温泉郷 甲府市 武田信虎公の本陣であった要害山麗に位置する閑静な温泉
で、信玄公のかくし湯のひとつである。

4 甲府温泉郷 甲府市 甲府の中心部に位置し、46度の湯がこんこんと沸く。

5 湯村温泉郷 甲府市 湯村山の懐に広がる静かな湯の里で信玄公のかくし湯とし
て有名である。

6 甲斐市 甲斐市 昇仙峡のすぐそばにあり、観光を終えた帰りに利用できる。
神明温泉 志麻の湯

7 神の湯温泉 甲斐市 眺望に恵まれ、富士山と甲府の夜景を眺められる。

8 甲斐市立温泉 百楽 甲斐市 雄大なロケーションを眺めながら入浴できる浴室がある。
泉

9 湯めみの丘温泉 甲斐市 富士山を一望できる。

10 舟山温泉 韮崎市 レンゲツツジの名所である甘利山のふもとにあり、富士山
の眺めがよい。自噴温泉の大浴場がある。

11 韮崎旭温泉 韮崎市 日本最大級の泡付きが温泉である。

12 岩下温泉 山梨市 1700余年の歴史を誇る名湯であり、甲州最古の温泉である
といわれている。広大なぶどう畑の中に湯が湧出している。

13 湧暇李の里樹園 南アル 富士山、八ヶ岳、南アルプス、金峰山を一望できる。
プス市

出典：「山梨県温泉パンフレット〈山梨温泉ゆったり旅〉」（平成21年３月 山梨県観光振興課）
「山梨県・各市の観光パンフレット」

表4-2-12 温泉の源泉数
（平成21年3月現在）

利 用 未利用
源泉 源泉数 源泉数

市町村 温泉地名 主たる泉質名
総数 自 動 自 動

噴 力 噴 力

笛吹市 － 40 12 8 12 8 単純温泉

石和 28 12 7 9 0 単純温泉

春日居 13 5 4 3 1 単純温泉

甲府市 湯村 14 0 12 1 1 ナトリウム・カルシウム塩化物泉

－ 96 22 36 25 13 単純温泉

甲斐市 － 18 4 12 2 0 ナトリウム塩化物泉

南アルプス市 － 11 1 10 0 0 ナトリウム塩化物・炭酸水素塩泉

韮崎市 － 13 3 6 3 1 ナトリウム塩化物泉

計 233 59 95 55 24

出典：「平成21年度版 やまなし環境2009」（平成22年2月 山梨県森林環境部森林環境総務課）
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2.4 交通の状況

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺における主要な道路交通網を図4-2-10に

示す。

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺における主要な幹線道路は、高速自動車

国道として、南から北西に貫く中央自動車道（西宮線）、甲斐市で中央自動車道と接続

する中部横断自動車道がある。また、国道として、東西方向に走る国道20号、東側を南

北方向に走る国道140号、それぞれの国道に接続する国道52号、国道358号、国道411号

等がある。これらの高速自動車国道、国道を主要地方道及び県道がつないでいるが、こ

れらの幹線道路の交差点は主要な渋滞ポイントとなっている。

なお、「平成17年度道路交通センサス（全国道路交通情勢調査） 一般交通量調査」（平

成17年 国土交通省道路局）における、都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺内

の交通量は表4-2-13に示すとおりである。

表4-2-13(1) 主要道路における交通量の状況

路線名 № 調査地点
平日交通量（台） 大型車

混雑度混入率
12時間 24時間 (％)

中央自動車道
1 一宮御坂IC～甲府南IC間 22,567 32,604 33.8 0.44

（西宮線）
2 甲府南IC～甲府昭和IC間 21,304 30,809 34.8 0.44

3 甲府昭和IC～双葉スマートIC間 20,504 29,815 33.2 0.40

4 双葉スマートIC～双葉JCT間 20,260 29,505 33.6 0.43

5 双葉JCT～韮崎IC間 21,308 30,936 33.9 0.45

6 甲府市向町729-1 36,970 54,153 11.5 1.13

7 甲府市中小河原町64-1 44,264 64,625 14.3 1.80

国道20号 8 甲府市徳行3-15-1 30,699 44,821 15.9 1.38

9 甲斐市竜王522 19,723 28,448 9.8 1.90

10 甲斐市宇津谷674 19,917 29,294 20.4 2.10

11 甲府市寿町3-18 16,916 21,935 3.8 1.28

国道52号 12 甲府市貢川1-4-27 12,047 15,661 4.8 1.30

13 韮崎市竜岡町下条東割732-1 8,753 11,729 15.0 0.90

14 南アルプス市野牛島 4,525 5,611 14.0 0.67

15 笛吹市春日居町鎮目389 14,488 19,544 9.3 1.70

国道140号 16 甲府市和戸町955-1 16,700 22,463 10.2 1.84

17 甲府市上河原町1317 6,246 8,432 11.9 1.26

18 笛吹市石和町東油川318 8,316 11,227 15.2 0.97

国道358号
19 甲府市伊勢2-10-16 17,402 22,275 4.6 0.89

20 甲府市相生3-6-14 22,286 28,611 4.2 1.52

注）混雑度は、調査単位区間の交通容量に対する交通量の比である。
出典：「平成17年度道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）一般交通量調査」

（平成18年 国土交通省道路局）
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表4-2-13(2) 主要道路における交通量の状況

路線名 № 調査地点
平日交通量（台） 大型車

混雑度
混入率

12時間 24時間
(％)

国道411号 21 甲府市川田町537-1 12,304 16,118 4.6 1.20

22 甲府市酒折2-3-11 16,737 22,008 4.7 1.48

23 甲府市中央2-12-18 12,065 15,805 4.9 1.42

24 甲府市和戸町890 7,619 9,981 4.5 0.97

注）混雑度は、調査単位区間の交通量に対する交通容量の比である。
出典：「平成17年度道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）一般交通量調査」

（平成18年 国土交通省道路局)

表4-2-13(3) 主要道路における交通量の状況

路線名 № 調査地点
平日交通量（台） 大型車

混雑度
混入率

12時間 24時間 (％)

(主)甲府市川三郷線 25 甲府市中央4-9-7 10,367 13,684 6.2 1.36

26 甲府市高畑3-1-6 13,050 17,226 4.5 1.30

(主)甲府南アルプス線 27 甲府市富竹1-10-33 7,259 9,582 4.2 0.99

28 甲斐市万才67 6,819 9,001 6.3 1.20

29 甲府市貢川本町8-29 25,131 33,927 5.2 1.87

(主)甲府韮崎線 30 甲府市横根町660 18,876 24,916 5.3 2.47

31 甲府市東光寺町1955-1 18,604 23,069 5.3 2.04

32 甲府市塩部1-9-8 16,047 21,182 5.0 1.02

33 甲府市千塚3-4-21 18,163 23,975 5.2 0.94

34 甲斐市竜地6622 13,481 17,600 5.4 1.45

35 甲斐市宇津谷5572 8,823 11,999 5.9 1.28

36 甲府市丸の内1-2-8 12,018 15,864 10.1 0.80

(主)甲府昇仙峡線 37 甲府市千塚5-7-1 8,493 11,211 5.3 0.85

38 甲府市塩部2-2 12,503 15,910 4.9 0.93

39 甲斐市吉沢201 1,809 2,243 14.5 0.37

40 甲府市平瀬町3205 1,107 1,373 16.0 0.21

(主)竜王芦安線※ 41 南アルプス市野牛島1828 9,722 13,222 11.9 1.25

(主)甲府笛吹線 42 甲府市蓬沢1-7-15 7,110 9,885 6.1 1.42

43 笛吹市石和町河内70 7,495 10,193 8.5 0.85

(主)敷島田富線 44 甲斐市大下条735 10,095 13,325 7.3 1.34

45 竜王町(甲斐市)篠原2839 10,725 14,479 5.3 1.16

注1）(主):主要地方道、(一):一般県道
混雑度は、調査単位区間の交通量に対する交通容量の比である。

注2）※は平成16年に路線名を変更し、現在甲斐芦安線となっている。
出典：「平成17年度道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）一般交通量調査」

（平成18年 国土交通省道路局）
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表4-2-13(4) 主要道路における交通量の状況

路線名 № 調査地点
平日交通量（台） 大型車

混雑度
混入率

12時間 24時間 (％)

(主)韮崎昇仙峡線 46 韮崎市若宮1-3-7 7,527 9,936 4.5 1.05

47 韮崎市穂坂町宮久保783-26 9,845 12,208 9.3 1.28

(主)甲府玉穂中道線※ 48 甲府市幸町9-30 7,851 10,363 6.3 1.58

(主)韮崎櫛形豊富線 49 韮崎市旭町上条北割3232-1 5,453 7,810 11.2 0.86

(主)甲府山梨線 50 甲府市北口1-5-17 10,085 13,312 4.6 1.38

51 甲府市武田3-7-7 7,709 10,176 5.6 1.11

(一)敷島竜王線 52 甲斐市島上条1249-1 7,226 9,033 7.6 1.72

53 甲斐市亀沢3785 1,751 2,084 8.9 0.28

(一)南甲府停車場線 54 甲府市南口町7-20 2,469 3,086 5.8 0.40

(一)天神平甲府線 55 甲府市北新1-2-12 6,444 8,055 6.2 0.71

(一)中下条甲府線 56 甲府市下飯田1-7-22 12,377 15,471 5.5 1.53

57 甲府市宝1-4-16 12,168 15,210 5.8 1.79

(一)緑ケ丘運動公園線 58 甲府市緑ケ丘2-7-3 9,299 11,624 3.6 1.08

(一)甲府精進湖線 59 甲府市小瀬町318-1 9,023 11,262 5.0 2.28

(一)島上条宮久保 60 甲斐市竜地6536 3,812 4,536 5.1 0.71
絵見堂線

61 韮崎市穂坂町三之蔵4334 686 816 7.5 0.09

(一)藤垈石和線 62 笛吹市石和町四日市場800 5,758 7,198 6.8 0.09

注1）(主):主要地方道、(一):一般県道
混雑度は、調査単位区間の交通量に対する交通容量の比である。

注2）※は平成18年に路線名を変更し、現在甲府中央右左線となっている。
出典：「平成17年度道路交通センサス（全国道路交通情勢調査）一般交通量調査」

（平成18年 国土交通省道路局）





4-2-21

2.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況

及び住宅の配置の概況

2.5.1 学校、病院等の施設

1) 学校教育施設及び図書館

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺における学校教育施設及び図書館の状

況を表4-2-14及び図4-2-11に示す。

小学校が40箇所、中学校が23箇所（うち、1校は休校中）、高等学校が16箇所、大学

・短期大学・専門学校が18箇所、盲・ろう養護学校が６箇所、幼稚園が38箇所（うち、

4園は休園中）、図書館が９箇所存在し、その多くは甲府市にある。

表4-2-14(1) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺の学校教育施設（平成21年度）

区分 市 町 名 № 名 称 住 所

小学校 笛吹市 1 石和南小学校 市部720

2 石和北小学校 松本1442-20

3 富士見小学校 今井10

4 石和西小学校 唐柏360

甲府市 5 富士川小学校 中央3-3-1

6 琢美小学校 朝気1-2-52

7 新紺屋小学校 武田1-3-34

8 湯田小学校 湯田1-8-1

9 舞鶴小学校 丸の内2-35-5

10 伊勢小学校 伊勢2-16-1

11 朝日小学校 塩部1-4-1

12 里垣小学校 善光寺2-7-1

13 相川小学校 古府中町1501

14 国母小学校 国母4-1-10

15 貢川小学校 貢川本町8-1

16 千塚小学校 千塚1-2-16

17 池田小学校 長松寺町7-1

18 北新小学校 北新1-5-1

19 甲運小学校 川田町65-2

20 山城小学校分校 増坪町366(甲府市立病院内)

21 玉諸小学校 上阿原町491

22 千代田小学校 下帯那町3034-2

23 東小学校 朝気1-14-1

24 羽黒小学校 羽黒町527
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表4-2-14(2) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺の学校教育施設（平成21年度）

区分 市 町 名 № 名 称 住 所

小学校 甲府市 25 石田小学校 上石田3-6-31

26 新田小学校 新田町12-28

27 山梨大学附属小学校 北新1-4-1

28 山梨学院大学附属小学校 酒折1-11-1

甲斐市 29 敷島小学校 島上条212

30 敷島北小学校 境57

31 敷島南小学校 大下条175

32 竜王小学校 篠原2800

33 竜王北小学校 竜王555

34 竜王東小学校 富竹新田933-1

35 双葉東小学校 大垈2780

36 双葉西小学校 志田146

南アルプス市 37 八田小学校 野牛島2222

韮崎市 38 韮崎小学校 本町2-2-41

39 穂坂小学校 穂坂町宮久保6121

40 甘利小学校 大草町上條東割821-1

中学校 笛吹市 1 石和中学校 小石和716

2 春日居中学校 鎮目613-2

甲府市 3 東中学校 東光寺2-8-1

4 西中学校 飯田5-13-1

5 南中学校 湯田2-21-24

6 北中学校 大和町4-35

7 北東中学校 大手2-4-18

8 南西中学校 上石田4-10-8

9 北西中学校 山宮町538

10 富竹中学校 富竹4-5-8

11 城南中学校分校 増坪町366(甲府市立病院内)

12 山梨英和中学校 愛宕町112

(13) 甲府湯田中学校 青沼3-10-1

14 山梨学院大学附属中学校 酒折3-3-1

15 山梨大学附属中学校 北新1-4-2

甲斐市 16 敷島中学校 島上条1263

注）No.の（ ）は休校・休園中である。
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表4-2-14(3) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺の学校教育施設（平成21年度）

区分 市 町 名 № 名 称 住 所

中学校 甲斐市 17 竜王中学校 篠原2030

18 竜王北中学校 竜王420

19 双葉中学校 岩森1337

20 日本航空高校附属中学校 宇津谷445

南アルプス市 21 八田中学校 榎原620

22 白根御勅使中学校 百々1990-1

韮崎市 23 韮崎東中学校 藤井町南下条371

高等 笛吹市 1 石和高等学校 市部3
学校

甲府市 2 甲府第一高等学校 美咲2-13-44

3 甲府西高等学校 下飯田4-1-1

4 甲府南高等学校 中小河原町222

5 甲府東高等学校 酒折1-17-1

6 甲府工業高等学校 塩部2-7-1

7 甲府城西高等学校 下飯田1-9-1

8 中央高等学校 飯田5-6-23

9 山梨英和高等学校 愛宕町112

10 甲府湯田高等学校 青沼3-10-1

11 駿台甲府高等学校 塩部2-8-1

12 山梨学院大学附属高等学校 酒折3-3-1

13 東海大学甲府高等学校 金竹町1-1

甲斐市 14 日本航空高等学校 宇津谷445

韮崎市 15 韮崎高等学校 若宮3-2-1

16 韮崎工業高等学校 竜岡町若尾新田50-1

大学 甲府市 1 山梨大学 武田4-4-37
・

短期 2 山梨県立女子短期大学 飯田5-11-1
大学
・ 3 山梨県立看護大学 池田1-6-1

専門
学校 4 山梨学院大学 酒折2-4-5

5 山梨英和大学 横根町888

6 山梨学院短期大学 酒折2-4-5

7 山梨理容専門学校 南口町4-8

8 山梨県立宝石美術専門学校 東光寺町1955-1

9 共立高等看護学院 飯田3-1-35

10 甲府看護専門学校 塩部3-1-4

11 山梨県歯科衛生専門学校 大手1-4-1

12 甲府医療秘書学院 幸町18-12
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表4-2-14(4) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺の学校教育施設（平成21年度）

区分 市 町 名 № 名 称 住 所

大学 甲府市 13 山梨県美容専門学校 緑が丘2-13-36
・

短期 14 山梨県情報専門学校 幸町18-12
大学
・ 15 中央商科専門学校 寿町10-8

専門
学校 甲斐市 16 日本航空大学校 宇津谷445

17 山梨県立農業大学校双葉分校 下今井1100

18 サンテクノカレッジ 竜王新町1999-5

盲 甲府市 1 盲学校 下飯田2-10-2
・

ろう 2 甲府支援学校 下飯田2-10-3
・

養護 3 富士見支援学校 富士見1-1-1
学校

4 かえで支援学校 東光寺2-25-1

5 山梨大学附属支援学校 天神町17-35

韮崎市 6 あけぼの支援学校 旭町上条南割3313-1

幼稚園 笛吹市 1 石和英和幼稚園 窪中島190-2

2 石和誠心幼稚園 河内505

甲府市 3 進徳幼稚園 湯村2-4-35

4 貢川進徳幼稚園 貢川1-7-22

（5） 聖心幼稚園 飯田5-5-11

6 城北幼稚園 湯村3-4-5

7 朝日幼稚園 塩部1-1-6

8 慶明幼稚園 朝日3-8-38

9 塩部幼稚園 塩部4-6-5

(10) 富士川幼稚園 愛宕町211

11 山梨英和幼稚園 上町1740

(12) 穴切幼稚園 宝2-18-3

13 相生幼稚園 相生2-19-1

14 山梨学院大学附属幼稚園 酒折2-8-1

15 琢美幼稚園 城東2-16-18

16 一蓮寺幼稚園 太田町5-16

17 みたま幼稚園 里吉1-3-7

18 いづみ幼稚園 国母1-24-6

19 博愛幼稚園 住吉1-6-22

（20）山梨幼稚園 塩部4-5-9

21 屋形幼稚園 屋形1-3-9

22 聖愛幼稚園 羽黒町618

23 池田幼稚園 新田町6-6

注）No.の（ ）は休校・休園中である。
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表4-2-14(5) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺の学校教育施設（平成21年度）

区分 市 町 名 № 名 称 住 所

幼稚園 甲府市 24 貢川幼稚園 徳行1-14-25

25 永照寺幼稚園 高畑1-21-2

26 甲府西幼稚園 下飯田2-8-15

27 相生南幼稚園 国母2-4-29

28 甲府みなみ幼稚園 青葉町11-52

29 しらゆり幼稚園 大手2-2-39

30 山梨大学附属幼稚園 北新1-2-1

甲斐市 31 しきしま幼稚園 中下条1839

32 富士幼稚園 島上条2190

33 竜王幼稚園 富竹新田2055-5

34 青葉幼稚園 篠原88-3

35 双葉甲府幼稚園 竜地3188

韮崎市 36 韮崎英和幼稚園 富士見2-2-25

37 韮崎愛生幼稚園 本町1-14-15

38 韮崎カトリック白百合幼稚園 若宮3-10-1

図書館 笛吹市 1 笛吹市立石和図書館 広瀬626-1

2 春日居ふるさと図書館 寺本155-1

甲府市 3 山梨県立図書館 丸の内2-33-1

4 甲府市立図書館 城東1-12-33

甲斐市 5 甲斐市立敷島図書館 島上条1020

6 甲斐市立竜王図書館 篠原2610-12

7 甲斐市立双葉図書館 下今井230

南アルプス市 8 八田ふれあい図書館 榎原800

韮崎市 9 韮崎市立図書館 中央町11-52

注）No.の（ ）は休校・休園中である。
出典：「山梨県内の学校・学級・児童生徒数等 平成21年度」（平成21年８月 山梨県教育委員会教育庁総務課）

「山梨県 大学・短大・専修学校」（平成20年５月 山梨県教育庁総務課）
「県内公共図書館および公民館図書室等一覧表」（平成21年４月 山梨県立図書館）
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2) 病院、福祉施設等

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺の病院、社会福祉施設としては、

表4-2-15及び図4-2-12に示すとおり、病院が27箇所、身体障害者更正援護施設が15箇

所、知的障害者援護施設が21箇所、精神障害者社会復帰施設が13箇所、福祉センター

が５箇所、生活保護施設が１箇所、老人福祉施設が13箇所、児童福祉施設が94箇所存

在する。

表4-2-15(1) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺の病院及び社会福祉施設
（平成21年）

分 類 番号 名 称 住 所

病院 1 医療法人石和温泉病院 笛吹市石和町八田330-5

2 石和共立病院 笛吹市石和町広瀬623

3 甲州リハビリテーション病院 笛吹市石和町四日市場2031

4 医療法人康麗会笛吹中央病院 笛吹市石和町四日市場47-1

5 春日居リハビリテーション病院 笛吹市春日居町国府436

6 医療法人小宮山会貢川整形外科病院 甲府市新田町10-26

7 湯村温泉病院 甲府市湯村3-3-4

8 山梨県立中央病院 甲府市富士見1-1-1

9 財団法人花園病院 甲府市和田町2968

10 山角病院 甲府市美咲1-6-10

11 社会保険山梨病院 甲府市朝日3-8-31

12 独立行政法人国立病院機構甲府病院 甲府市天神町11-35

13 市立甲府病院 甲府市増坪町366

14 城東病院 甲府市城東4-13-15

15 甲府脳神経外科病院 甲府市酒折1-16-18

16 甲府城南病院 甲府市上町753-1

17 財団法人住吉病院 甲府市住吉4-10-32

18 甲府共立病院 甲府市宝1-9-1

19 恵信甲府病院 甲府市上阿原町338-1

20 医療法人甲療会赤坂台病院 甲斐市竜王新町2150

21 竜王リハビリテーション病院 甲斐市万才287

22 医療法人社団慈成会三枝病院 甲斐市竜王新町1440

23 りほく病院 甲斐市岩森1111

24 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院 韮崎市本町3-5-3

25 韮崎東ヶ丘病院 韮崎市穂坂町宮久保1216

26 韮崎相互病院 韮崎市本町1-16-2

27 山梨県立あけぼの医療福祉センター 韮崎市旭町上條南割3313-1
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表4-2-15(2) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺の病院及び社会福祉施設
（平成21年）

分 類 番号 名 称 住 所

身体障害者 1 きぼうの家 甲府市羽黒町1255
更正援護施設

2 コスモス 甲斐市竜王267-3

3 山梨クリナース酒折分場（通所） 甲府市横根町150-1

4 あずま太陽の家 甲府市羽黒町1272-1

5 ぎんが工房 甲斐市天狗沢306

6 茅工房 甲府市貢川1-2-23

7 志摩の里小規模通所授産施設 甲斐市牛句2027-3

8 つくしの家 笛吹市石和町小石和1802-1

9 障害者相談所 甲府市北新1丁目2-12山梨県福
祉プラザ3F

10 盲人福祉センター（点字図書館） 甲府市下飯田2-10-1

11 聴覚障害者情報センター 甲府市北新1-2-12山梨県福
福祉プラザ1F

12 青い鳥ホーム 甲府市塩部1-6-20

13 身体障害者福祉センターかりん 甲府市東光寺1丁目-10-25

14 ぴおーね 甲府市宝1-5-18

15 あさひワークホーム 韮崎市旭町上條南割3294

知的障害者 1 青い鳥成人寮 甲府市下飯田2-10-1
援護施設

2 千代田荘 甲府市下帯那町海道3215-1

3 向徳舎 甲府市向町277

4 くぬぎの森分場 甲府市城東3-7-11

5 ゆうき工房 甲府市飯田1-3-19

6 敷島緑陽園 甲斐市牛句2027-3

7 ぽぷら 甲府市東光寺1-10-25

8 ホープステーション 甲府市富竹1-12-11

9 めぐみ園双葉分場 甲斐市宇津谷字駒沢8331

10 こぶし授産園 韮崎市旭町上条中割1776

11 ワークハウスふたば 甲斐市下今井2650

12 エスペランサ 甲府市西高橋町328-1

13 ホープハウス 甲府市貢川本町8-32

14 わかぎりホーム 甲府市富士見1-20-15

15 グループホーム山宮寮 甲府市山宮町1428

16 ピアわだ 甲府市和田町2968-3

17 金丸ホーム 韮崎市旭町上條中割1778

18 雀のお宿 甲斐市下今井1730

19 あっとけあハウス 笛吹市石和町山崎102-2
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表4-2-15(3) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺の病院及び社会福祉施設
（平成21年）

分 類 番号 名 称 住 所

知的障害者 20 リーフ韮崎 韮崎市中島1-7-22
援護施設

21 ワークスペース・エム 甲斐市岩森1079-1

精神障害者 1 すみよし寮 甲府市住吉4-11-5
社会復帰施設

2 すみよし作業センター 甲府市住吉4-10-32

3 ココット 甲府市美咲1-8-5

4 地域生活支援センターみさき 甲府市美咲1-8-5

5 すみよし生活支援センター 甲府市住吉4-11-5

6 わだふぁみりあ 甲府市和田町3003-111

7 樫の実作業所 甲府市太田町9-8

8 ドリーム工房韮崎 韮崎市本町1-17-44

9 さくらハウス石和 笛吹市石和町市部448

10 地域活動支援センターたんぽぽ 甲府市湯田2-2-7

11 地域活動支援センターあゆみの家 甲府市古府中町2746

12 ひかりハウス 甲府市天神町2-13

13 支援センターふえふき 笛吹市石和町市部448

福祉センター 1 山梨以徳会 甲府市青沼2-22-1

2 山梨県総合福祉センターかえで荘 笛吹市石和町窪中島587-36

3 山梨県ボランティア・ＮＰＯセンター 甲府市丸の内2-35-1

4 山梨県母子福祉センター 甲府市朝日4-5-21

5 女性相談所 甲府市北新1-2-12
（配偶者暴力相談支援センター）

生活保護施設 1 光風寮 甲府市中村町4-1

老人福祉施設 1 寿ノ家 笛吹市石和町四日市場2031

2 春日居荘 笛吹市春日居町国府436

3 ロイヤルあかし 甲府市上町2473

4 トリアス 甲府市国玉町951-1

5 桜井寮 甲府市桜井町558

6 和久園 甲府市中村町4-12

7 奥湯村園 甲府市羽黒町1657-5

8 春光園 甲府市増坪町813-2

9 清栄なでしこ荘 甲府市横根町554

10 尚古園 甲府市和田町2948-6

11 敷島荘 甲斐市大久保1357

12 めぐみ荘 甲斐市竜王644-5

13 サテライト尚古園 甲府市中央一丁目16-2
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表4-2-15(4) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺の病院及び社会福祉施設
（平成21年）

分 類 番号 名 称 住 所

児童福祉施設 1 山梨県立中央病院 甲府市富士見1-1-1

2 市立甲府病院 甲府市増坪町366

3 山梨立正光生園乳児院 甲府市伊勢2-1-19

4 山梨立正光生園母子寮 甲府市伊勢4-39-19

5 山梨立正光生園テラⅠ・Ⅱ・Ⅲ 甲府市伊勢2-1-19

6 めだかの学校ジュニア 甲府市武田1-3-23

7 明生学園 甲斐市竜王2175

8 つつじが崎学園 甲府市岩窪町614

9 国立病院機構甲府病院 甲府市天神町11-35

10 あけぼの医療福祉センター 韮崎市旭町上条南割3313-1

11 ぴおーね 甲府市宝1-5-18

12 朝気児童館 甲府市朝気1-2-55

13 朝日児童遊園 甲府市朝日2-19

14 山梨県立愛宕山こどもの国 甲府市愛宕町358-1

15 山梨県立少年自然の家 甲府市愛宕町358-1

16 遊亀公園 甲府市太田町10-1

17 石田児童館 甲府市上石田3-6-31

18 北新児童センター 甲府市北新1-6-8

19 甲府市記念モデル児童遊園 甲府市下石田2-8

20 高畑児童遊園 甲府市高畑1-27

21 千塚児童遊園 甲府市千塚4-3260

22 東光寺児童遊園 甲府市東光寺2-350

23 西部児童センター 甲府市長松寺町12-30

24 橘児童遊園 甲府市丸の内2-17

25 甲斐市立敷島なかよし児童館 甲斐市島上条1828-17

26 甲斐市立敷島ふれあい中央児童館 甲斐市島上条240-3

27 甲斐市立敷島みなみ児童館 甲斐市長塚595-1

28 甲斐市立竜王東児童館 甲斐市富竹新田973-4

29 甲斐市立竜王南児童館 甲斐市篠原1231-2

30 甲斐市立玉幡児童館 甲斐市西八幡2671-2

31 甲斐市立竜王北児童館 甲斐市竜王465

32 甲斐市立双葉西児童館 甲斐市志田157

33 甲府市立双葉東児童館 甲斐市竜地6561-1

34 甘利児童センター 韮崎市大草町上條東割788

35 南アルプス八田児童館 南アルプス市榎原794-16
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表4-2-15(5) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺の病院及び社会福祉施設
（平成21年）

分 類 番号 名 称 住 所

児童福祉施設 36 山梨学院短期大学保育科 甲府市酒折2-4-5

37 山梨県立大学人間形成学科 甲府市飯田5-11-1

38 石和第一保育所 笛吹市石和町八田249

39 石和第二保育所 笛吹市石和町四日市場2210

40 石和第四保育所 笛吹市石和町小石和1

41 石和第五保育所 笛吹市石和町松本181-1

42 わかば保育園 笛吹市石和町市部693-1

43 かすがい西保育所 笛吹市春日居町熊野堂243-3

44 甲運第一保育所 甲府市川田町121

45 甲運第二保育所 甲府市横根町1103

46 中央保育所 甲府市中央3-10-7

47 北新保育所 甲府市北新1-1-23

48 玉諸保育所 甲府市蓬沢町1247

49 山梨立正光生園保育所 甲府市伊勢2-1-19

50 慈光保育園 甲府市善光寺3-36-11

51 和成保育園 甲府市徳行1-1-1

52 池田保育園 甲府市池田3-5-26

53 池田第二保育園 甲府市中村町10-22

54 和泉愛児園 甲府市湯村3-12-13

55 宮前保育園 甲府市岩窪町379

56 つくし保育園 甲府市朝日2-3-15

57 白百合保育園 甲府市千塚3-1-40

58 山宮保育園 甲府市山宮町3318

59 誓和保育園 甲府市東光寺町2188

60 すみれ保育園 甲府市塩部4-4-14

61 友愛保育園 甲府市里吉4-8-25

62 すみよし愛児園 甲府市住吉3-24-20

63 相川保育園 甲府市小松町316

64 南西保育園 甲府市下石田2-10-17

65 伸芽保育園 甲府市高畑1-5-5

66 くだま保育園 甲府市国玉町468-1

67 あら川保育園 甲府市池田1-10-30

68 こでまり保育園（夜） 甲府市丸の内3-24-10

69 ファミーユ・ドゥ・フラール保育所 甲府市飯田4-2-19

70 国母保育園 甲府市国母7-2-4
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表4-2-15(6) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺の病院及び社会福祉施設
（平成21年）

分 類 番号 名 称 住 所

児童福祉施設 71 第２なでしこ保育園 甲府市羽黒町618

72 敷島保育園 甲斐市中下条1157

73 松島保育園 甲斐市中下条1654

74 吉沢立正保育園 甲斐市吉沢705

75 ふたば保育園 甲斐市牛句2203

76 竜王大生園 甲斐市篠原3225

77 竜王東保育園 甲斐市富竹新田1028-2

78 万才保育園 甲斐市万才475

79 竜王中央保育園 甲斐市西八幡33

80 竜王西保育園 甲斐市竜王1671

81 竜王北保育園 甲斐市竜王新田653

82 双葉西保育園 甲斐市宇津谷4542

83 登美保育園 甲斐市大垈2674

84 八田保育所 南アルプス市榎原558

85 韮崎西保育園 韮崎市本町1-17-10

86 穂坂保育園 韮崎市穂坂町宮久保6115

87 旭保育園 韮崎市旭町上条北割3904

88 韮崎東保育園 韮崎市富士見2-14-31

89 ハッピーランド 甲府市岩窪町614

90 サポートはうす 甲斐市境7 田中住宅Ｅ住宅

91 韮崎児童センター 韮崎市本町2-1-7

92 光保育園 甲斐市下今井2374-1

93 菜の花保育園 甲府市徳行5-12-12

94 竜岡保育園 韮崎市竜岡町下條東割780

注）老人福祉施設については、特別養護老人ホームのみを掲載した。
出典：「山梨県病院一覧表」（平成22年 山梨県福祉保健部医務課資料）

「社会福祉施設一覧」（平成21年 山梨県福祉保健部福祉保健総務課資料）
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2.5.2 集落の状況及び住宅の配置の概況

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺における集落の状況及び住宅の配置の

概況を図4-2-13に示す。

甲府盆地においては、幹線道路の沿道を中心に住宅地の集積が見られ、都市計画対

象道路事業実施区域及びその周辺北部の山麓まで人口集中地区（DID）が迫っている。

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺では、国道140号沿道の甲府市桜井町及

び甲府市横根町、主要地方道甲府山梨線沿道の甲府市古府中町及びその西側の西田町、

屋形、同甲府昇仙峡線沿道の甲府市山宮町、山宮団地、県道敷島竜王線沿道の甲斐市

牛句、同島上条宮久保絵見堂線沿道の甲斐市大垈、高原団地、ＪＲ中央線沿線の甲斐

市岩森、甲斐市宇津谷等に低層住宅地が立地している。
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2.5.3 将来の住宅地の面整備計画等の状況

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺における主要な事業計画を表4-2-16に

示す。

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺では、道路事業、土地区画整理事業等

の面整備事業が計画・実施中である。

表4-2-16(1) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺における主要な事業計画

分類 路線名 起点～終点 延長 車線数 備 考
(km)

一般 国道20号 甲斐市下今井(旧双葉町) 4.1 4 竜王拡幅２工区
国道 ～韮崎市韮崎町本町 暫定２車線供用中

甲斐市竜王(旧竜王町)～ 2.6 4 竜王拡幅１工区
甲斐市下今井(旧双葉町) S39より暫定２車線

供用中

国道411号 甲府市砂田町～ 0.8 4 城東Ⅱ期バイパス
甲府市朝気一丁目 進捗率 28.5％

主要 韮崎昇仙峡線 韮崎市藤井町南下条～韮 0.4 2 進捗率 59.0％
地方 崎市穂坂町宮久保
道

農道 茅ヶ岳東部 韮崎市穂坂町三ツ沢 7.5 2 進捗率 60.1％
～甲斐市吉沢(旧敷島町)

その 和戸町山宮島上条線 甲府市和戸町～ 10.6 2 事業主体：甲府市
他の 甲斐市(旧敷島町)島上条 進捗率 8.7％
道路

高畑町昇仙峡線 甲府市高畑町二丁目～ 7.3 2 事業主体：甲府市
甲府市山宮町 進捗率 42.6％

田富町敷島線 中央市(旧田富町)山の神 8.9 2 事業主体：山梨県
～甲斐市(旧敷島町)島上 進捗率 60.2％
条

古府中環状浅原橋線 甲府市宝二丁目～ 19.6 2 事業主体：山梨県
中央市(旧田富町)西花輪 進捗率 40.6％

石和駅前線 笛吹市石和町松本～ 1.5 2 事業主体：山梨県
笛吹市石和町四日市場 進捗率 86.6％

善光寺町敷島線 甲府市善光寺町～ 10.3 2 事業主体：甲府市
甲斐市中下条（旧敷島町） 進捗率 30.4％

出典:「平成21年度土地利用動向調査」（平成22年3月 山梨県知事政策局）
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表4-2-16(2) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺における主要な事業計画

分類 路線名 起点～終点 延長 車線数 備 考
(km)

その 愛宕町下条線 甲府市北口三丁目～ 4.7 4～2 事業主体：山梨県
他の 甲斐市中下条（旧敷島町） 及び甲府市
道路 進捗率 74.4％

和戸町竜王線 甲府市和戸町～ 9.0 4 事業主体：山梨県、
甲斐市新堰橋(旧竜王町） 甲府市及び国交省

進捗率 38.8％

出典:「平成21年度土地利用動向調査」（平成22年3月 山梨県知事政策局）

表4-2-16(3) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺における主要な事業計画

分 類 事業・施設名 所在地 面積 完成予定年度 備 考
（ha）

土地区画 山宮町 甲府市 6.4 － 進捗率 99.0％
整理事業 事業主体：区画整理組合

出典:「平成21年度土地利用動向調査」（平成22年3月 山梨県知事政策局）

表4-2-16(4) 都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺における主要な事業計画

分 類 事業・施設名 所在地 面積 完成予定年度 備 考
（ha）

その他の 双葉鳥ヶ池 甲斐市竜地 24.0 平成22年度 進捗率 97.6％
住宅団地 ニュータウン （旧双葉町） 事業主体：山梨県住宅
造成事業等 供給公社

出典:「平成21年度土地利用動向調査」（平成22年3月 山梨県知事政策局）
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2.6 下水道の整備の状況

笛吹市では峡東流域関連公共下水道事業、甲府市では単独公共下水道事業及び一部で

峡東流域関連公共下水道事業、甲斐市、南アルプス市及び韮崎市では釜無川流域関連公

共下水道事業がそれぞれ実施されている。

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺における下水道の整備状況を表4-2-17、

表4-2-18及び図4-2-14に示す。

平成20年度の下水道普及率は笛吹市が58.4％、甲府市が単独公共下水道事業で92.8％、

峡東流域関連公共下水道事業で77.8％、甲斐市が64.5％、南アルプス市が36.6％、韮崎

市が53.5％となっている。

表4-2-17 下水道の整備状況
（平成21年4月1日現在）

種類 市町村名 行政人口 処理区域内 水洗化人口 普及率 水洗化率
（人） 人口（人） （人） （％） （％）

峡東流域下水道 笛吹市 71,379 41,666 30,552 58.4 73.3

甲府市 5,471 4,258 2,930 77.8 68.8

釜無川流域下水道 甲斐市 72,683 46,877 42,782 64.5 91.3

南アルプス市 72,931 26,663 19,422 36.6 72.8

韮崎市 31,714 16,963 12,443 53.5 73.4

単独公共下水道 甲府市 187,109 173,687 167,463 92.8 96.4

山梨県 867,122 510,408 431,261 58.9 84.5

注） 普及率：処理区域内人口/行政人口
水洗化率：水洗化人口/処理区域内人口
行政人口は、平成21年3月31日の住民基本台帳人口
処理区域内人口は、平成21年4月1日の公示を含む

出典：「平成20年度末下水道普及率」（平成21年 山梨県県土整備部下水道課資料）
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表4-2-18(1) 汚水幹線、ポンプ場、終末処分場一覧

項 目 番号 名 称 備 考

流域下水道幹線 1 笛吹川幹線 －

2 平等川幹線 －

3 金川幹線 －

4 日川幹線 －

5 釜無川１号幹線 －

6 釜無川２号幹線 －

7 釜無川９号幹線 －

8 釜無川11号幹線 －

9 釜無川５号幹線 －

10 浅川幹線 －

公共下水道幹線 1 第３汚水幹線 －

2 第４汚水幹線 －

3 第５汚水幹線 －

4 第６汚水幹線 －

5 第７汚水幹線 －

6 市部‐川中島幹線 －

7 市部‐松本幹線 －

8 四日市場-窪中島幹線 －

9 四日市場幹線 －

10 四日市場１号幹線 －

11 小石和幹線 －

12 東油川幹線 －

13 唐柏１号幹線 －

14 唐柏幹線 －

15 河内幹線 －

16 河内‐広瀬幹線 －

17 井戸幹線 －

既設管・管渠 1 濁川北第一 既設管

2 濁川南 既設管

3 濁川東一号 管渠

4 濁川東二号 管渠

5 濁川東三号 管渠

6 濁川東四号 管渠

7 善光寺第一 既設管・管渠

8 善光寺第二 既設管・管渠
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表4-2-18(2) 汚水幹線、ポンプ場、終末処分場一覧

項 目 番号 名 称 備 考

既設管・管渠 9 善光寺第三 管渠

10 善光寺第四 管渠

11 善光寺第五 管渠

12 里吉 既設管・管渠

13 放流渠 既設管

14 低地域第一の１ 既設管

15 低地域第一の２ 既設管

16 低地域第二 既設管

17 低地域第三 既設管

18 低地域第四 管渠

19 湯田 既設管

20 南口 既設管

21 放流渠 既設管

22 住吉第一 既設管

23 住吉第二 既設管

24 住吉第四 既設管

25 山城第二 既設管

26 山城第三 既設管

27 山城第五 管渠

28 国母第一 既設管

29 国母第二 既設管

30 南西第一の１ 既設管

31 南西第一の２ 既設管

32 南西第二 既設管

33 南西第三 既設管

34 南西第四 既設管

35 貢川第一 既設管

36 貢川第二 既設管

37 貢川第三 既設管

38 貢川北第一 既設管

39 貢川北第二 既設管

40 貢川北第三 既設管

41 湯川第一 既設管

42 湯川第二 既設管

43 湯川第三 既設管
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表4-2-18(3) 汚水幹線、ポンプ場、終末処分場一覧

項 目 番号 名 称 備 考

既設管・管渠 44 湯川第四 既設管

45 湯川第五 既設管

46 湯川第六 既設管

47 湯川第七 既設管

48 藤川第一 既設管

49 藤川第二 既設管・管渠

50 藤川第三 管渠

51 相川第一 既設管

52 相川第二 既設管

53 相川第三 既設管

54 和田 既設管

55 積翠寺 既設管・管渠

56 千塚第一 既設管・管渠

57 千塚第二 既設管

58 千塚第三 管渠

59 ― 既設管

ポンプ場 1 池添ポンプ場 －

2 東部浄化センター内ポンプ場 －

3 敷島ポンプ場 －

4 双葉ポンプ場 －

5 韮崎第一ポンプ場 －

6 韮崎第二ポンプ場 －

7 韮崎第三ポンプ場 －

8 金川汚染中断ポンプ場 －

出典：「笛吹市公共下水道台帳図」（平成21年3月 笛吹市）
「峡東流域下水道一般平面図」（平成21年2月 山梨県）
「甲府市公共下水道一般平面図」（平成21年8月 甲府市）
「釜無川流域下水道計画図」（平成20年12月 山梨県）
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2.7 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び

当該対象に係る規制の内容その他の状況

2.7.1 環境基本法

1) 大気の汚染に係る環境基準

「環境基本法」(平成５年11月19日法律第91号)第十六条第１項に基づく大気の汚染

に係る環境上の条件について、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準

が定められている。その基準は、表4-2-19に示すとおりであり、通常、人の生活して

いる地域または場所に対して一律に適用される。なお、工業専用地域、車道その他一

般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。

表4-2-19(1) 大気の汚染に係る環境基準及び二酸化窒素等に係る環境基準

物 質 環境上の条件

二酸化硫黄 １時間値の１日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、１時間値が
0.1ppm以下であること。

一酸化炭素 １時間値の１日平均値が10ppm以下であり、かつ、１時間値の８
時間平均値が20ppm以下であること。

浮遊粒子状物質 １時間値の１日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、１時間値
が0.20mg/m3以下であること。

光化学オキシダント １時間値が0.06ppm以下であること。

二酸化窒素 １時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又は
それ以下であること。

微小粒子状物質 1年平均値が15μg／m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg／m3
以下であること。

1.浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であつて、その粒径が10μm以下のものをいう。
2.光化学オキシダントとは、オゾン 、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成され

る酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。
出典：「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年５月８日 環境庁告示第25号）

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年７月11日 環境庁告示第38号）
｢微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について｣（平成21年９月９日 環境省告示第33号）

表4-2-19(2) ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び

ジクロロメタンによる大気の汚染に係る環境基準

物 質 環境上の条件

ベンゼン １年平均値が0.003mg/m3以下であること。

トリクロロエチレン １年平均値が0.2mg/m3以下であること。

テトラクロロエチレン １年平均値が0.2mg/m3以下であること。

ジクロロメタン １年平均値が0.15mg/m3以下であること。

出典：「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成９年２月４日 環境庁告示第４号）
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2) 水質汚濁に係る環境基準の類型の指定状況

「環境基本法」第十六条の規定に基づく公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件

について、人の健康の保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準

が定められている。

人の健康の保護に関する環境基準は表4-2-20に示すとおりであり、すべての公共用

水域に適用される。

生活環境の保全に関する基準は公共用水域ごと（河川、湖沼、海域）に定められて

おり、そのうち河川に係る環境基準は表4-2-21に示すとおりである。

また、都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺におけるこれらの類型の指定状

況は、表4-2-22及び図4-2-15に示すとおりである。

表4-2-20 人の健康の保護に関する環境基準

項 目 基 準 値 達 成 期 間 該 当 水 域
カドミウム 0.01mg/ç以下
全シアン 検出されないこと
鉛 0.01mg/ç以下
六価クロム 0.05mg/ç以下
砒素 0.01mg/ç以下
総水銀 0.0005mg/ç以下
アルキル水銀 検出されないこと
ＰＣＢ 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02mg/ç以下

直ちに達成され、
四塩化炭素 0.002mg/ç以下

維持されるように 全公共用水域
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/ç以下

努めるものとする。
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/ç以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/ç以下
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/ç以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/ç以下
トリクロロエチレン 0.03mg/ç以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/ç以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/ç以下
チウラム 0.006mg/ç以下
シマジン 0.003mg/ç以下
チオベンカルブ 0.02mg/ç以下
ベンゼン 0.01mg/ç以下
セレン 0.01mg/ç以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/ç以下
ふっ素 0.8mg/ç以下
ほう素 1mg/ç以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/ç以下

1.基準値は年間平均値とする。ただし､全シアンに係る基準値については、最高値とする｡
2.「検出されないこと」とは、測定結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3.海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
4.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イ

オンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換
算係数0.3045を乗じたものの和とする。

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年12月28日 環境庁告示第59号）
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表4-2-21 生活環境の保全に関する環境基準（河川）

項目 基 準 値

利用目的の適応性 水素イオ 生物化学 浮遊 溶存 大腸菌
ン濃度 的酸素要 物質量 酸素量 群数

類型 （ｐＨ） 求量 （ＳＳ） （ＤＯ）
（ＢＯＤ）

ＡＡ 水道１級 6.5以上 １㎎/ç 25㎎/ç 7.5㎎/ç 50MPN/
自然環境保全及びＡ以 8.5以下 以下 以下 以上 100ã以下
下の欄に掲げるもの

Ａ 水道２級 6.5以上 ２㎎/ç 25㎎/ç 7.5㎎/ç 1,000MPN/
水産１級 8.5以下 以下 以下 以上 100ã以下
水浴及びＢ以下の欄に
掲げるもの

Ｂ 水道３級 6.5以上 ３㎎/ç 25㎎/ç 5㎎/ç 5,000MPN/
水産２級 8.5以下 以下 以下 以上 100ã以下
及びＣ以下の欄に掲げ
るもの

Ｃ 水産３級 6.5以上 ５㎎/ç 50㎎/ç 5㎎/ç
工業用水１級 8.5以下 以下 以下 以上 －
及びＤ以下の欄に掲げ
るもの

Ｄ 工業用水２級 6.0以上 ８㎎/ç 100㎎/ç 2㎎/ç
農業用水及びＥの欄に 8.5以下 以下 以下 以上 －
掲げるもの

Ｅ 工業用水３級 6.0以上 10㎎/ç ごみ等の 2㎎/ç －
環境保全 8.5以下 以下 浮遊が認 以上

められな
いこと

1.基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。
2.農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/ç以上とする（湖沼も

これに準ずる。）。
（注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

３ 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水産３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの

５ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年12月28日 環境庁告示第59号）
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表4-2-22 水域の類型指定状況

水 域 該当類型 達成期間 備 考

富士川（1）（塩川合流点より上流） ＡＡ イ 環境庁告示第21号
（昭和48年３月31日）

富士川（2）（塩川合流点から笛吹川合流点まで） Ａ イ

笛吹川下流（亀甲橋より下流） Ａ ハ

荒川上流（亀沢川合流より上流） ＡＡ イ 山梨県告示第153号
(昭和49年４月１日)

荒川下流（亀沢川合流より下流） Ｂ ハ
改正

濁 川（全域） Ｃ ハ 山梨県告示第131号
（平成７年３月10日）

平等川（全域） Ｂ イ

黒沢川（塩川に合流するものの全域） Ｃ ハ

達成期間の分類は次のとおりとする。
「イ」は、直ちに達成。
「ロ」は、５年以内で可及的速やかに達成。
「ハ」は、５年を超える期間で可及的速やかに達成。

出典：「水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年環境庁告示第五十九号)別表の水域の欄に掲げる公
共用水域が該当する水域類型」（昭和48年03月31日 環境庁告示第21号）

「環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令第一項の規定による公共用水域の指定等
に関する告示」（昭和49年4月1日 山梨県告示第153号）
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3) 地下水に係る環境基準について

「環境基本法」第十六条の規定に基づく水質汚濁に係る環境上の条件のうち、地下

水について、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準が定められている。

その基準は表4-2-23に示すとおりであり、すべての地下水に対して一律に適用される。

表4-2-23 地下水の水質汚濁に係る環境基準

項 目 基 準 値

カドミウム 0.01mg/ç以下

全シアン 検出されないこと

鉛 0.01mg/ç以下

六価クロム 0.05mg/ç以下

砒素 0.01mg/ç以下

総水銀 0.0005mg/ç以下

アルキル水銀 検出されないこと

ＰＣＢ 検出されないこと

ジクロロメタン 0.02mg/ç以下

四塩化炭素 0.002mg/ç以下

塩化ビニルモノマー 0.002mg/ç以下

1,2 - ジクロロエタン 0.004mg/ç以下

1,1 - ジクロロエチレン 0.1mg/ç以下

1,2 - ジクロロエチレン 0.04mg/ç以下

1,1,1 - トリクロロエタン 1mg/ç以下

1,1,2 - トリクロロエタン 0.006mg/ç以下

トリクロロエチレン 0.03mg/ç以下

テトラクロロエチレン 0.01mg/ç以下

1,3 - ジクロロプロペン 0.002mg/ç以下

チウラム 0.006mg/ç以下

シマジン 0.003mg/ç以下

チオベンカルブ 0.02mg/ç以下

ベンゼン 0.01mg/ç以下

セレン 0.01mg/ç以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/ç以下

ふっ素 0.8mg/ç以下

ほう素 1mg/ç以下

1,4-ジオキサン 0.05mg/ç以下

1.基準値は年間平均値とする。ただし､全シアンに係る基準値については、最高値とする｡
2.「検出されないこと」とは、測定結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された

硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオン
の濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

4.1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規
格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

出典：「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成９年３月13日 環境庁告示第10号）
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4) 土壌の汚染に係る環境基準について

「環境基本法」第十六条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境上の条件について、

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準が定められ

ている。

その基準は表4-2-24に示すとおりであり、汚染がもっぱら自然的要因によることが

明らかであると認められる場所、原材料の堆積場、廃棄物の埋立地等の土壌を除き、

すべての土壌に対して一律に適用される。

表4-2-24(1) 土壌の汚染に係る環境基準

項 目 環境上の基準

カドミウム 検液１çにつき0.01㎎以下であり､かつ、農用地においては、
米１㎏につき0.4㎎以下であること。

全シアン 検液中に検出されないこと。

有機燐（りん） 検液中に検出されないこと。

鉛 検液１çにつき0.01㎎以下であること。

六価クロム 検液１çにつき0.05㎎以下であること。

砒（ひ）素 検液１çにつき0.01㎎であり、かつ、農用地（田に限る。）
においては、土壌１㎏につき15㎎未満であること。

総水銀 検液１çにつき0.0005㎎以下であること。

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。

ＰＣＢ 検液中に検出されないこと。

銅 農用地（田に限る。）において、土壌１㎏につき125㎎未満
であること。

ジクロロメタン 検液１çにつき0.02㎎以下であること。

四塩化炭素 検液１çにつき0.002㎎以下であること。

1,2-ジクロロエタン 検液１çにつき0.004㎎以下であること。

1.1-ジクロロエチレン 検液１çにつき0.02㎎以下であること。

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液１çにつき0.04㎎以下であること。

1,1,1-トリクロロエタン 検液１çにつき１㎎以下であること。

1,1,2-トリクロロエタン 検液１çにつき0.006㎎以下であること。

トリクロロエチレン 検液１çにつき0.03㎎以下であること。

テトラクロロエチレン 検液１çにつき0.01㎎以下であること。

1,3-ジクロロプロペン 検液１çにつき0.002㎎以下であること。

チウラム 検液１çにつき0.006㎎以下であること。

シマジン 検液１çにつき0.003㎎以下であること。

チオベンカルブ 検液１çにつき0.02㎎以下であること。
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表4-2-24(2) 土壌の汚染に係る環境基準

項 目 環境上の基準

ベンゼン 検液１çにつき0.01㎎以下であること。

セレン 検液１çにつき0.01㎎以下であること。

ふっ素 検液１çにつき0.8㎎以下であること。

ほう素 検液１çにつき1㎎以下であること。

1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用い
て測定を行うものとする。

2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のう
ち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水
中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水１ℓにつき0.01㎎、0.01㎎、0.05㎎、0.01㎎、0.0005㎎、0.01
㎎、0.8㎎及び1㎎を超えていない場合には、それぞれ検液１ℓにつき0.03㎎、0.03㎎、0.15㎎、0.03㎎、0.
0015㎎、0.03㎎、2.4㎎及び3㎎とする。

3.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の定量限界を下回ることをいう。
4.有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。

出典：「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成３年８月23日 環境庁告示第46号）

a) 騒音に係る環境基準の類型指定状況

「環境基本法」第十六条の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について生活

環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持することが望ましい基準は、「騒

音に係る環境基準について」によって定められており、表4-2-25～表4-2-27に示す

とおりである。

また、都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺には環境基準の地域類型が当

てはめられている地域がある。これらの地域の指定状況を表4-2-28及び図4-2-16に

示す。

表4-2-25 騒音に係る環境基準

基 準 値
地域の類型

昼 間 夜 間

ＡＡ 50デシベル以下 40デシベル以下

Ａ及びＢ 55デシベル以下 45デシベル以下

Ｃ 60デシベル以下 50デシベル以下

1.時間の区分は、昼間を午前６時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前６時
までの間とする。

2.ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を
要する地域とする。

3.Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
4.Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
5.Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

出典：「騒音に係る環境基準について」（平成10年９月30日 環境庁告示第64号）
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表4-2-26 騒音に係る環境基準（道路に面する地域）

地域の区分 昼 間 夜 間

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下
及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域

車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

出典：「騒音に係る環境基準について」（平成10年９月30日 環境庁告示第64号）

表4-2-27 騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準)

昼 間 夜 間

70デシベル以下 65デシベル以下

備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれてい

ると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、
夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。

1.幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、４車線以上の市町村道をいう。
2.近接する空間とは、道路端から２車線以下では15ｍ、２車線を超える場合は20ｍの範囲をいう。

出典：「騒音に係る環境基準について」（平成10年９月30日 環境庁告示第64号）

表4-2-28 環境基準の類型を当てはめる地域の指定状況

市町名 地域の 該当地域 指定年月日
類 型 告示番号

笛吹市 Ａ 第一種低層住居専用地域
甲府市 第二種低層住居専用地域
甲斐市 第一種中高層住居専用地域
韮崎市 第二種中高層住居専用地域 平成７年８月31日

南アルプス市 山梨県告示第368号
Ｂ 第一種住居地域

第二種住居地域
準住居地域
（特別用途地区のうち、特
別工業地区及び特別業務地
区を除く。）

Ｃ 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
特別用途地区のうち、特別
工業地区及び特別業務地区

出典：「騒音に係る環境基準の類型の当てはめ」（平成７年８月31日 山梨県告示第368号）
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5) 公害防止計画の策定状況

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺においては、「環境基本法」第十七条

の規定に基づく公害防止計画は策定されていない。

2.7.2 大気汚染防止法

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺には「大気汚染防止法」（昭和43年６

月10日 法律第97号）第五条の二第１項に規定する総量規制基準に係る規制地域の指

定はない。

2.7.3 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における

総量の削減等に関する特別措置法に係る特定地域

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺には、「自動車から排出される窒素酸

化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」（平成４

年６月３日 法律第70号）第六条第１項に規定する自動車排出窒素酸化物及び粒子状

物質の総量の削減方針を定める特定地域はない。

2.7.4 幹線道路の沿道の整備に関する法律

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺には「幹線道路の沿道の整備に関する

法律」(昭和55年５月１日 法律第34号）第五条第１項の規定により指定された沿道整

備道路はない。
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2.7.5 自然公園法

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺には「自然公園法」（昭和32年６月１

日 法律第161号）第五条第１項の規定により指定された国立公園として、「秩父多摩

甲斐国立公園」の普通地域及び特別地域がある。これらの地域を表4-2-29及び図4-2-17

に示す。

また、同条第２項の規定により指定された国定公園、及び同法第七十二条に基づく

「山梨県立自然公園条例」（昭和32年12月26日 山梨県条例第74号）第五条の規定に

より指定された県立自然公園はない。

表4-2-29 国立公園の概況

名 称 秩父多摩甲斐国立公園

関係都道府県 山梨県、長野県、埼玉県、東京都

指定年月日 昭和25年7月10日（厚生省告示第190号）
平成12年8月10日（環境庁告示第41号）

面 積 総面積：121,259ha、本県分面積：46,834ha (38.6％)

関係市町村 甲府市、甲州市、甲斐市、北杜市、山梨市、北都留郡（丹波山村、
小菅村）

特 徴 代表的水成岩山地と原生林、渓谷（笛吹川源流）、ブッポウソウ、
カモシカ

出典：「山梨の観光あんない」（平成10年 (社)山梨県観光連盟）
「山梨県の自然公園」（平成21年2月現在 山梨県森林環境部みどり自然課）

2.7.6 自然環境保全法

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺には「自然環境保全法」（昭和47年６

月22日 法律第85号）第十四条第１項の規定により指定された原生自然環境保全地域

及び同法第二十二条第１項の規定により指定された自然環境保全地域はない。

また、同法第四十五条第１項に基づく「山梨県自然環境保全条例」(昭和46年10月11

日 山梨県条例第38号)第十条の規定により指定された自然環境保全地区及び自然記念

物が存在する。これらの地区を表4-2-30及び図4-2-17に示す。

表4-2-30 自然環境保全地区及び自然記念物

区 分 名 称 区域

自然環境保全 歴史景観保全 山梨岡歴史景観保全地区 東山梨郡春日居町大字鎮目字日影
地区 地区 及び同町大字鎮目字宮の前各一部

自然記念物 苗敷山のモミ林 韮崎市旭町大字上条南割三、三八
九―一番地の一部

注）区域は、指定当時の呼称である。
出典：「自然環境保全地区および自然記念物の指定」

（昭和47年10月30日 山梨県告示第520号、昭和48年12月15日 山梨県告示第722号）
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2.7.7 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺には「世界の文化遺産及び自然遺産の

保護に関する条約」(平成４年９月28日 条約第７号）第十一条の２の世界遺産一覧表

に記載された自然遺産の区域は存在しない。

2.7.8 首都圏近郊緑地保全法

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺には「首都圏近郊緑地保全法」（昭和4

1年６月30日 法律第101号）第三条第１項の規定により指定された近郊緑地保全区域

はない。

2.7.9 都市緑地法

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺には「都市緑地法」（昭和48年９月１

日 法律第72号）第五条の規定により指定された緑地保全地域及び第十二条第１項に

より指定された特別緑地保全地区はない。

2.7.10 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺には「絶滅のおそれのある野生動植物

の種の保存に関する法律」（平成４年６月５日 法律第75号）第三十六条第１項の規

定により指定された生息地等保護区はない。

2.7.11 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺には「鳥獣の保護及び狩猟の適性化に

関する法律」（平成14年７月12日 法律第88号）第二十八条、第二十九条、第三十五

条により設定された鳥獣保護区及び特別保護地区、特定猟具使用禁止区域がある。こ

れらを表4-2-31及び図4-2-18に示す。
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表4-2-31 鳥獣保護区等の設定状況

区 分 名 称 所在地 設定面積

鳥獣保護区 1 御岳鳥獣保護区 御岳昇仙峡一帯 1,251.8ha

2 積翠寺鳥獣保護区 甲府市上積翠寺町及び 929.4ha
下積翠寺町一帯

3 愛宕山鳥獣保護区 甲府市愛宕山一帯 287.0ha

4 片山鳥獣保護区 甲府市山宮町片山 665.0ha

5 信玄堤鳥獣保護区 甲斐市 132.0ha

6 社会福祉村鳥獣保護区 韮崎市及び南アルプス市 191.6ha

鳥獣保護区 7 御岳特別保護地区 甲府市御岳昇仙峡 176.0ha
特別保護地区

特定猟具使用 8 荒川特定猟具使用禁止区域 甲府市 174.3ha
禁止区域

9 敷島双葉穂坂特定猟具使用 韮崎市、甲斐市 688.61ha
禁止区域

10 つつじヶ崎特定猟具使用 甲府市古府中町 63.5ha
禁止区域

11 上帯那特定猟具使用禁止 甲府市上帯那町 58.0ha
区域

12 笛吹川サイクリングロード 甲府市、山梨市、笛吹市、中 1,185.5ha
特定猟具使用禁止区域 央市、市川三郷町

13 金川サイクリングロード 笛吹市 195.0ha
特定猟具使用禁止区域

14 穂坂特定猟具使用禁止区域 韮崎市 262.5ha

15 竜王特定猟具使用禁止区域 甲斐市 140.2ha

16 梅沢特定猟具使用禁止区域 笛吹市 118.0ha

17 福祉村特定猟具使用禁止 韮崎市 54.2ha
区域

18 平等川特定猟具使用禁止 笛吹市 40.0ha
区域

19 笛吹川フルーツ公園 山梨市 100.0ha
特定猟具使用禁止区域

出典：「平成21年度山梨県鳥獣保護区等位置図」（平成21年 山梨県森林環境部みどり自然課）

2.7.12 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約に基づく湿地の区域

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺には、「特に水鳥の生息地として国際

的に重要な湿地に関する条約」（昭和55年９月22日 条約第28号）第二条第１項の規

定により指定された湿地の区域はない。
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2.7.13 文化財保護法に基づく史跡、名勝、天然記念物

都市計画対象道路事業実施区域及びその周辺には「文化財保護法」（昭和25年５月3

0日 法律第214号）第百九条第１項の規定により指定された史跡、名勝（庭園、公園、

橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断されるものに

限る）又は天然記念物（動物又は植物の種を単位として指定されている場合における

当該種及び標本を除く）等がある。

また、法第二十七条第１項の規定により指定された重要文化財、法第五十七条第１

項の規定により指定された登録有形文化財がある。

それらの指定状況を表4-2-32及び図4-2-19に示す。

表4-2-32(1) 文化財指定状況

種別 市町名 № 名称 所在地 指定 指定年月日

史跡 笛吹市 1 八田家御朱印屋敷 石和町八田334 県 昭和44年11月20日

2 石和本陣跡 石和町市部1051 市 平成16年10月12日

3 石和陣屋跡 石和町市部720(南小学 市 平成16年10月12日
校前)

4 武田信重の墓 石和町小石和372 市 平成16年10月12日

5 島田富重郎の墓 石和町松本610 市 平成16年10月12日

6 大蔵経寺建物跡 石和町松本610 市 平成16年10月12日

7 青山家墓地 春日居町熊野堂410-2 市 平成16年10月12日

8 天神のこし古墳 春日居町鎮目字関東林 市 平成16年10月12日
地内

9 菩提山長谷寺 春日居町鎮目字菩提地 市 平成16年10月12日
内

10 芍薬塚 春日居町鎮目526-2 市 平成16年10月12日

11 狐塚古墳 春日居町鎮目1786 市 平成16年10月12日

12 寺本廃寺塔跡 春日居町寺本256 市 平成16年10月12日

13 辻保順守瓶の墓 春日居町国府367 市 平成16年10月12日

甲府市 14 要害山 上積翠寺町 国 平成３年３月30日

15 武田氏館跡 古府中町・大手3丁目及 国 昭和13年５月30日
び屋形3丁目

16 武田晴信室三条氏墓 岩窪町500 県 昭和42年８月７日

17 加牟那塚 千塚3-2280 県 昭和43年２月８日

18 武田信虎の墓 古府中町5015 県 昭和35年11月７日

19 甲府城跡 丸の内1-5-1 県 昭和43年12月１日

20 穴塚 荒川2-13 市 昭和55年８月８日
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表4-2-32(2) 文化財指定状況

種別 市町名 № 名称 所在地 指定 指定年月日

史跡 甲府市 21 河尻塚 岩窪町268 市 昭和62年３月31日

22 加藤光泰の墓 善光寺3-36-1 市 昭和62年３月31日

23 横根・桜井積石塚古 横根町・桜井町 市 平成11年７月21日
墳群

24 武田信武之墓 和田町2595 市 昭和56年３月10日

25 武田勝頼之墓 和田町2595 市 昭和56年３月10日

26 万寿森古墳 湯村3丁目462-2他 市 平成16年８月19日

27 湯村山城跡 湯村3丁目497他 市 平成16年８月19日

28 旧甲府城愛宕町石切 愛宕町85番2、86番 県 平成21年11月12日
場跡

市 平成20年５月30日

甲斐市 29 天狗沢瓦窯跡 天狗沢字北河原290-1外 県 平成１年７月19日

30 大塚古墳 境258 市 昭和45年10月１日

31 中秣塚古墳 竜王366-1外 県 平成８年11月７日

32 山県大弐の墓 篠原190 市 昭和52年６月25日

33 狐塚１号墳 竜王774-1 市 平成２年12月５日

34 狐塚２号墳 竜王794-13 市 昭和58年５月６日

35 用水隧道開削碑 竜王1887 市 昭和52年６月25日

36 古社水神宮 富竹新田1051-1 市 平成９年９月13日

37 諏訪大神社境内の登 宇津谷1016 市 平成14年10月２日
り窯跡

38 勝山の古戦場 宇津谷5582外 市 昭和41年５月17日

39 回看塚 宇津谷8973-2 市 昭和61年11月26日

40 野村宗貞の墓 宇津谷4068 市 昭和59年２月27日

41 有泉棔斎翁墓及び句 宇津谷4068外 市 平成14年10月２日
碑三基

42 安部加賀守の墓 宇津谷4552 市 昭和41年５月17日

43 一橋陣屋跡 宇津谷921－1 市 昭和50年10月７日

44 両墓制跡 菖蒲沢1182 市 昭和50年10月７日

45 滝坂の往生塚 竜地303 市 昭和41年５月17日

46 黄梅院跡 竜地6288 市 平成10年２月27日

南 ア ル 47 五百住巨川の墓 上高砂986 市 昭和51年３月１日
プス市

48 鎌倉御所五郎丸の墓 野牛島2076 市 昭和51年３月１日

韮崎市 49 御勅使川旧堤防 韮崎市・南アルプス市 国 昭和55年９月29日
（将棋頭・石積出）

50 日ノ出城跡 穂坂町日之城 市 平成３年４月１日

特別 甲府市 1 御岳昇仙峡 猪狩町他 国 昭和28年３月31日

名勝 甲斐市 2 御岳昇仙峡 甲斐市・甲府市 国 昭和28年３月31日
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表4-2-32(3) 文化財指定状況

種別 市町名 № 名称 所在地 指定 指定年月日

名勝 甲府市 3 東光寺庭園 東光寺3-7-37 県 昭和54年３月31日

甲斐市 4 慈照寺庭園 竜王629-1 市 昭和58年５月６日

5 妙善寺庭園 宇津谷4552 市 昭和61年11月26日

特天** 甲府市 1 カモシカ 地域を定めず 国 昭和９年５月１日

天然 笛吹市 2 このてがしわ 石和町松本512 市 平成16年10月12日

記念物 3 樫群生林 石和町松本615 市 平成16年10月12日

4 山梨岡神社のフジ 春日居町鎮目宮の前 市 平成16年10月12日
1696

5 ゴヨウマツ 春日居町別田30-1 市 平成16年10月12日

甲府市 6 甲斐犬 地域を定めず 国 昭和９年１月22日

7 ヤマネ 地域を定めず 国 昭和50年６月26日

8 カワセミ 地域を定めず 市 昭和61年３月13日

9 岩窪のヤツブサウメ 岩窪町246 県 昭和34年２月９日

10 塩部寿のフジ 緑が丘2-8-1 県 昭和33年６月19日

11 塩沢寺の舞鶴のマツ 湯村3-17-2 県 昭和40年５月13日

12 リニア高川トンネル 甲府市丸の内1-6-1 県 平成６年11月７日
産出新第三紀化石

13 上石田のサイカチ 上石田1 市 昭和44年２月14日

14 玄法院のイチョウ 天神町2-18 市 昭和42年４月11日

15 東光寺町稲荷神社の 東光寺町2153 市 昭和44年３月11日
サカキ

16 塩沢寺のシラカシ林 湯村3-17-2 市 昭和62年３月31日

甲斐市 17 寶珠寺のヒイラギ 大下条1092 町 昭和63年３月４日

18 亀沢の船石 亀沢3685 町 昭和48年４月１日

19 寺平のオニグルミ 吉沢3542 町 昭和49年５月１日

20 普禅院のカヤ 吉沢3536 町 昭和62年６月16日

21 法久寺のコツブガヤ 篠原3225-1 県 昭和58年12月７日

22 法久寺のカシワ 篠原3225 町 昭和58年５月６日

23 西八幡のカエデ 西八幡926 町 平成９年９月13日

24 上八幡ヒイラギ 西八幡586-1 町 昭和58年５月６日

25 竜王水 竜王629-1 町 平成２年12月５日

26 龍地の揚子梅 龍地6460 県 昭和38年９月９日

27 妙善寺の榧 宇津谷4552 町 昭和59年２月27日

28 竜蔵院の無患子 竜地6319 町 昭和59年２月27日

南 ア ル 29 野牛島のビャクシン 野牛島2026 県 昭和35年11月７日
プス市

30 能蔵のエドヒガンザ 野牛島2704 市 昭和51年３月１日
クラ
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表4-2-32(4) 文化財指定状況

種別 市町名 № 名称 所在地 指定 指定年月日

天然 韮崎市 31 永岳寺の大カシ 大草町下条西割字大関6 県 昭和34年２月９日

記念物 32 苗敷山のアスナロ 旭町上条南割3398 県 昭和34年２月９日

33 勝手神社のケヤキ 岩下988 市 昭和46年７月10日

34 宮久保のクヌギ 穂坂町宮久保4038 市 昭和46年７月10日

35 日之城の大ナシ 穂坂町三之蔵日之城 市 和57年10月５日
4264

36 苗敷山の高野マキ 旭町上条南割3389 市 昭和46年７月10日

37 若宮八幡宮鶴亀の松 若宮一丁目4-14 市 昭和57年10月５日

重文** 笛吹市 1 山梨岡神社本殿 春日居町鎮目1696 国
明治40年８月28日

建造物 笛吹市 2 佐久神社本殿付神額 石和町河内80 県 昭和33年６月19日
１面

3 八田家書院付棟札１ 石和町八田334 県 昭和36年12月７日
枚外４件

4 普賢願生稲荷堂本殿 石和町市部1023 市 平成16年10月12日

5 仁王門及び総門 石和町市部1023 市 平成16年10月12日

重文** 甲府市 6 善光寺本堂厨子棟札 善光寺3-36-1 国 昭和30年６月22日
付

7 善光寺山門付棟札 善光寺3-36-1 国 昭和30年６月22日

8 穴切大神社本殿付棟 宝2-8-5 国 昭和10年５月13日
札

9 東光寺仏殿 東光寺3-7-37 国 昭和２年４月25日

10 旧睦沢学校校舎 古府中町2614 国 昭和42年６月15日

11 塩沢寺地蔵堂 湯村3-17-2 国 昭和24年２月18日

建造物 12 立本寺本堂 池田2-15-19 県 昭和63年５月12日

13 旧吉祥院八面石幢 北口3-3-24 県 昭和61年３月19日

14 塩沢寺無縫塔 湯村3-17-2 県 昭和46年４月８日

15 石川家住宅 城東5-3-5 市 昭和54年８月14日

16 穴切大神社随神門付 宝2-8-5 市 平成13年３月30日
棟札

17 大泉寺総門 古府中町5015 市 平成５年９月１日

18 法泉寺の経蔵及び内 和田町2595 市 昭和56年３月10日
部の輪蔵付鉄眼版一
切経

19 法泉寺鐘楼門 和田町2595 市 昭和59年５月12日

20 住吉神社本殿 住吉1-13-10 市 平成19年６月30日

甲斐市 21 旧金桜神社石鳥居附 牛句2814 県 昭和61年９月17日
旧材一括

22 天沢寺六地蔵幢 亀沢2609 県 昭和46年４月８日

23 天澤寺山門 亀沢2609 市 平成18年４月18日
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表4-2-32(5) 文化財指定状況

種別 市町名 № 名称 所在地 指定 指定年月日

建造物 甲斐市 24 峰観音堂 牛句2677-1 市 昭和45年10月１日

25 慈徳院五輪塔 島上条1627 市 昭和48年４月１日

26 松尾神社本殿 中下条1839 市 昭和45年10月１日

27 正授院石幢 中下条1249 市 昭和48年４月１日

28 慈照寺山門 竜王629-1 県 昭和33年６月19日

29 慈照寺法堂 竜王629-1 県 昭和40年５月13日

30 袴腰天神本殿附棟札 篠原189-2 市 平成２年12月５日
２枚

31 三社神社石鳥居 竜王1888-1 市 昭和52年６月25日

32 三社神社本殿附棟札 竜王1888-1 市 平成16年７月12日
６枚

33 神明神社本殿附棟札 富竹新田1051-1 市 平成16年７月12日
２枚

34 船形神社の石鳥居 岩森1622 国 昭和46年６月22日

重文** 甲斐市 35 光照寺薬師堂付厨子 志田1 県 昭和34年２月９日

南 ア ル 36 長谷寺本堂 附厨子 榎原442 国 昭和25年８月29日
プス市 ・旧材・棟札

建造物 韮崎市 37 勝手神社の石鳥居 韮崎市岩下988 県 昭和34年２月９日

38 朝穂堰水配役人詰所 穂坂町宮久保6110 市 昭和46年７月10日
文庫

39 苗敷山穂見神社本殿 旭町上条南割3388 市 平成５年６月23日
（奥宮）

登録 甲府市 1 旧富岡敬明家住宅 善光寺町3135 国 平成12年５月17日

有形 2 旧富岡敬明家住宅蔵 善光寺町3135 国 平成15年３月18日

文化財 3 旧富岡敬明家住宅厩 善光寺町3135 国 平成15年３月18日

4 旧富岡敬明家住宅石 善光寺町3135 国 平成15年３月18日
塁

5 甲府法人会館 中央4-12-21 国 平成８年12月26日

6 平瀬浄水場旧片山隧 羽黒町字梨の木1715 国 平成10年９月２日
道下口

7 平瀬浄水場旧濾過地 平瀬町437-3 国 平成９年７月15日
整水井

8 平瀬水源旧事務所 平瀬町437-3 国 平成９年12月12日
（水交庵）

9 平瀬浄水場旧取水口 平瀬町437-3 国 平成10年９月２日
門部

10 平瀬浄水場旧片山隧 平瀬町2903 国 平成10年10月９日
道上口

11 平瀬浄水場第二隧道 平瀬町 国 平成11年８月23日
上口
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表4-2-32(6) 文化財指定状況

種別 市町名 № 名称 所在地 指定 指定年月日

登録 甲府市 12 山梨大学赤レンガ倉 北新1 国 平成18年11月９日
庫

有形
笛吹市 13 須田家住宅 石和町四日市場1563 国 平成10年９月２日

文化財

注）** 特天は特別天然記念物を、重文は重要文化財を示す。
出典：「笛吹市文化財ガイドマップ」（笛吹市教育委員会社会教育課）

「甲府市内の文化財一覧」（平成21年12月 甲府市教育部生涯教育振興室文化振興課）
「甲斐市内指定文化財一覧」（平成21年7月 甲斐市教育委員会生涯学習文化課）
「山梨県南アルプス市文化財年報－平成20年度－」（平成21年3月 南アルプス市教育委員会文化財課）
「南アルプス市の史跡・文化財」（平成22年2月 南アルプス市教育委員会文化財課）
「武田の里 韮崎市の文化財」（平成16年 韮崎市教育委員会）
「文化財関係－史跡・遺跡・一般文化財等－」（韮崎市）
「国指定文化財等データベース」（平成22年6月 文化庁）






